
※1 ウェブサイト「 知っておきたい！高額療養費制度を詳しく解説「 https://fp-moneydoctor.com/news/knowledge/high_medical_expenses_system/）」「 ネードクタード）より 

高額療養費制度は、医療費が高額になる患者

に対して、経済的な負担を軽減するために設け

られた制度です。この制度にメスが入り、負担

の上限額が引き上げられることが議論され、ニ

ュドス等で話題となっています。 

今回は、改めて高額療養費制度について触れ、

その仕組みと手続きについて、わかりやすく解

説します。 

高額療養費制度の概要 

高額療養費制度とは、1 か月の医療費が一定

額を超えた場合に、その超過分を後から払い戻

すことで、患者の自己負担額を抑えることがで

きる制度です。 

通常、医療機関に保険証を提示すれば、窓口

で負担する医療費は 原則として）３割という

のはご存知だと思います。しかし、手術や長期

入院などで医療費が多額になったとしたら、３

割の負担であってもなお、多額の医療費がかか

り、家計を圧迫してしまう可能性があります。そ

うなれば、必要な治療を受けることをためらう

人も出てくるかもしれません。 

そこで、高額療養費制度が登場します。３割

負担であっても医療費が高額である場合、高額

療養費によって自己負担額がさらに軽減されま

す。その自己負担限度額は、年齢や所得によっ

て異なりますが、およそ 10 万円程度以内とな

ることが一般的です。 

この制度により、安心して医療を受けること

ができます。 

高額療養費制度の自己負担額 

高額療養費制度の自己負担額は、所得状況等

によって異なります。現役世代の方は、以下の

表※1に記載された所得区分によって、上限額が

変わります。 

高額療養費制度の手続き方法 

手続き方法は、以下のステップで行います。 

1. 事前に 限度額適用認定証」を取得する 

高額療養費制度を利用するためには、あらか

じめ 限度額適用認定証」を取得しておくこと

が必要です。この認定証は、協会けんぽなどの公

的医療保険に申請します。 

または、ネイナ保険証をお使いであれば、オ

ンライン資格確認を導入している医療機関の窓

口でネイナ保険証を提出し、 限度額情報の表示」

に同意をするというやり方もあります。 

2. 医療機関で 認定証」を提示する 

医療機関で診療を受ける際に、窓口で 限度

額適用認定証」と保険証を提示します。 

先述のネイナ保険証を利用するやり方であれ

ば、この 認定証」提示は不要です。 

これにより、最初から窓口でのお支払いは自

己負担限度額までとなり、経済的な負担を軽減

することができます。 

まとめ 

高額療養費制度は、医療費が高額になった場

合でも、経済的な負担を軽減するための重要な

制度です。必要な手続きを行うことで、安心し

て医療を受けることができます。一方で、留意

点もありますので、制度をご利用になる際は、

事前に制度についてお調べになることをおすす

めします。 

福利厚生制度 相談サドビス」では、高額療

養費制度に関する情報提供や、その他のおトタ

な制度のご紹介なども可能です。 

専任コンサルーントが状況に応じてご案内い

たしますので、より詳しい情報提供や、その他

の制度の紹介を希望されるようでしたら、お気

軽にご相談ください。 

今話題の高額療養費制度って何？ 
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